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徳
島
県
職
員
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務
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を
改
正
す
る
訓
令
を
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よ
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に
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る
。
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正
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徳
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
訓
令
第
四
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
規
則
第
五
十
一

号
）
別
記
様
式
に
よ
る
」
を
「
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
九
号
）
第

四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
又
は
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
職

員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
九
号
）
第
四
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
五
項

」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
と
き
」
を
「
と
き
（
当
該
期
間
に
引
き
続
い
て
新
た
に
休
養
を
要
す
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
つ
た
と
き
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

様
式
第
十
号
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１
０
号
の
４

削
除

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


